
「北上川上流の減災に係る取組方針」の一部見直しについて

第８回 北上川上流大規模氾濫減災協議会
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取組 取組内容 目標 目標時期  東北地整 気象台 岩手県 盛岡市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 八幡平市 奥州市 滝沢市 雫石町 岩手町 紫波町 矢巾町 西和賀町 金ケ崎町 平泉町 鉄道関係

■正しい知識の周知・定着  

㉓水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
自主防災組織や地域住民へハザートマップ説明会、出前講座、水防訓練等の実施などに
よる知識普及活動を実施

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉔ダムや堤防など防災施設に関する知識の普及
ダムや堤防等の施設について、整備段階や完成後も定期的にその効果や機能等について
住民等への周知

随時 ● ●

㉕教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・教育関係者と連携した防災・河川環境教育の実施
・国と学校関係者が協力し作成した指導計画を、全市町内の全ての学校に共有

令和７年度まで ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

Ⅲ．人命と財産を守るための取組

㉖水防団や地域住民への、洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防
箇所など）の確実な伝達

・重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動関係者との共同点検を実
施など
・水防訓練などでの水防技術・知識の習得活動を実施
・関係機関が有する水防資機材の情報共有など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉗水防体制の確保、強化を図る継続的な取組の充実
水防団等の募集・水防協力団体の指定促進、地域の事業者による水防実施体制や広域活
動の検討・構築など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉘水防訓練などの演習、訓練の充実 関係機関が連動した水防訓練、洪水対応演習、排水訓練の実施など 随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉙水防団間での連携、協力の充実
・水防団等への連絡体制、情報伝達方法の確認、見直し
・広域的、効率的な水防活動ができるよう、協力内容の検討・調整など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉚浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水想定区域内の防災拠点、要配慮者利用施設、災害拠点病院等の重要施設の把握
・把握した施設管理者との情報伝達体制・方法の構築など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉛浸水被害軽減地区の指定
（国県）：市町へ氾濫シミュレーション結果や地形情報等を提供
（市町）：被害軽減地区の把握
被害軽減地区と成り得る場所を把握した場合は指定に向けた手続き開始

令和７年度まで ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉜水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活
用

水防活動を支援するための水防資機材等の配備・強化、河川防災ステーションの活用方策
検討

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉝浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機
能性確保、耐水化

・浸水想定区域内の防災拠点、排水機場、災害拠点病院等の施設の把握
・把握した施設の非常用電源・耐水化の確認及び対策の実施

令和７年度まで ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○概ね５年で実施する取組（案）
別紙－　1

備　　考

自然災害伝承碑登録及び活用の推進を追加 ４

取組 取組内容 目標 目標時期  東北地整 気象台 岩手県 盛岡市 花巻市 北上市 遠野市 一関市 八幡平市 奥州市 滝沢市 雫石町 岩手町 紫波町 矢巾町 西和賀町 金ケ崎町 平泉町 鉄道関係

■正しい知識の周知・定着  

㉓水害リスク（ハザードマップ）や防災に関する知識の普及
自主防災組織や地域住民へハザートマップ説明会、出前講座、水防訓練等の実施などに
よる知識普及活動を実施

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉔ダムや堤防など防災施設に関する知識の普及
ダムや堤防等の施設について、整備段階や完成後も定期的にその効果や機能等について
住民等への周知

随時 ● ●

㉕教育関係者と連携した防災に関する知識習得の強化
・教育関係者と連携した防災・河川環境教育の実施
・国と学校関係者が協力し作成した指導計画を、全市町内の全ての学校に共有

令和７年度まで ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉖自然災害伝承碑登録及び活用の推進
自然災害の教訓を地域の方々に伝え、的確な防災行動に繋げるため、国土地理院のWEB
サイトに登録するとともに、防災教育等で活用を図る

随時 ● ● ● ● ● ●

Ⅲ．人命と財産を守るための取組

㉗水防団や地域住民への、洪水に対するリスクが高い箇所（重要水防
箇所など）の確実な伝達

・重要水防箇所や水防資機材等について河川管理者と水防活動関係者との共同点検を実
施など
・水防訓練などでの水防技術・知識の習得活動を実施
・関係機関が有する水防資機材の情報共有など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉘水防体制の確保、強化を図る継続的な取組の充実
水防団等の募集・水防協力団体の指定促進、地域の事業者による水防実施体制や広域活
動の検討・構築など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉙水防訓練などの演習、訓練の充実 関係機関が連動した水防訓練、洪水対応演習、排水訓練の実施など 随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉚水防団間での連携、協力の充実
・水防団等への連絡体制、情報伝達方法の確認、見直し
・広域的、効率的な水防活動ができるよう、協力内容の検討・調整など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉛浸水想定区域内にある重要施設などへの情報伝達の充実
・浸水想定区域内の防災拠点、要配慮者利用施設、災害拠点病院等の重要施設の把握
・把握した施設管理者との情報伝達体制・方法の構築など

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉜浸水被害軽減地区の指定
（国県）：市町へ氾濫シミュレーション結果や地形情報等を提供
（市町）：被害軽減地区の把握
被害軽減地区と成り得る場所を把握した場合は指定に向けた手続き開始

令和７年度まで ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉝水防資機材等の確認・補充・強化を実施、河川防災ステーションの活
用

水防活動を支援するための水防資機材等の配備・強化、河川防災ステーションの活用方策
検討

随時 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

㉞浸水想定区域における防災拠点や排水機場、災害拠点病院等の機
能性確保、耐水化

・浸水想定区域内の防災拠点、排水機場、災害拠点病院等の施設の把握
・把握した施設の非常用電源・耐水化の確認及び対策の実施

令和７年度まで ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

○概ね５年で実施する取組（案）
別紙－　1

備　　考



㌻ 修正前 修正後

25

別
紙
４

５



㌻ 修正前 修正後

25

別
紙
４

６


